
島根県立総合福祉センター条例（平成７年島根県条例第13号）第７条の規定により指定管理者を指定するため、指定管

理者となることを希望するものを次のとおり募集する。 

令和６年８月９日 

島根県知事 丸 山 達 也 

１ 募集の目的 

島根県立総合福祉センターは、高齢者、母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童、寡婦、障がい者その他の県

民に対して福祉に関する相談、援助、情報の提供及び研修を行うことにより、県民が心豊かに健やかに暮らせる福祉社

会の実現を図るため設置された施設である。 

本施設の管理には、多様化する住民ニーズにより効果的かつ効率的に対応するため、民間の能力を活用しつつ、住民

サービスの向上を図るとともに、経費の節減を図ることを目的に創設された指定管理者制度を導入しており、現在の指

定期間が令和７年３月31日をもって満了することから、指定管理者を募集することとした。 

２ 指定管理者が管理する施設の概要 

施 設 名
 島根県立東部総合福祉センター 

（施設全体の通称 いきいきプラザ島根） 

島根県立西部総合福祉センター 

（施設全体の通称 いわみーる） 

所 在 地 島根県松江市東津田町1741番地３ 島根県浜田市野原町1826番地１ 

敷   地 約12,265平方メートル 約12,375平方メートル 

施   設 鉄筋コンクリート造 ５階建ほか 鉄筋コンクリート造 ４階建ほか 

３ 指定管理者が行う業務 

⑴ 施設及び設備（以下「施設等」という。）の使用許可に関する業務 

⑵ 施設等の使用料の徴収に関する業務 

⑶ 施設等の維持管理に関する業務 

⑷ その他付随する業務 

４ 指定期間 

令和７年４月１日から５年間を予定している。ただし、管理を継続することが適当でないと認められるときは、指定

管理者の指定を取り消すことがある。 

５ 管理に要する経費 

 (1) 管理運営業務は、島根県が支払う指定管理料により行う。 

島根県立東部総合福祉センター ５年間の指定管理料 626,240千円（消費税額等10パーセントを含む。）以内 

                   年間指定管理料   125,248千円（消費税額等10パーセントを含む。）以内 

                   年間収入目標額    5,054千円 

島根県立西部総合福祉センター ５年間の指定管理料 589,800千円（消費税額等10パーセントを含む。）以内 

                   年間指定管理料     117,960千円（消費税額等10パーセントを含む。）以内 

                   年間収入目標額      9,980千円 

 (2) 各年度の指定管理料は、分割支払とすることとし、支払時期及び分割方法については、島根県と指定管理者で締

結する協定書で別途定める。 

 (3) (1)の指定管理料のうち以下の金額は、１件につき10万円以上50万円未満の施設修繕費とし、各年度に精算する。 

島根県立東部総合福祉センター 4,880千円（976千円／年度） 

島根県立西部総合福祉センター 3,015千円（603千円／年度） 

(4) 光熱費については以下のとおりとし、近年のエネルギー価格の変動を考慮し、令和７年度から令和９年度までの

３年間は各年度に精算する。なお、精算方法については、島根県と指定管理者で協議の上、定めることとする。ま

た、令和10年度以降の取扱いについて、令和９年度中に見直しを行い、島根県と指定管理者で協議の上、定めるこ

ととする。 



島根県立東部総合福祉センター 電気使用料 19,481千円／年度 

                ガス使用料 8,876千円／年度 

島根県立西部総合福祉センター 電気使用料 11,432千円／年度 

               ガス使用料 4,746千円／年度 

(5) 年間収入目標額の110パーセントを上回る、又は90パーセントを下回る収入があった場合、その２分の１を当年度

の指定管理料に反映させることとする。ただし、当該増減額が10万円に満たない場合は、指定管理料の変更を行わ

ない。 

(6) 指定管理料の額を変更すべき特別な事情が生じた場合には、その都度、島根県と指定管理者で協議の上、定める

ものとする。 

(7) 人件費と施設維持管理費については、現在物価上昇が続いていることから、令和７年度に向けて消費者物価指数

（松江市の生鮮食品を除く）が前年比２パーセント以上の上昇が見込まれる場合は、指定管理料を加算することと

する。このとき、加算に関する取扱いについては、島根県予算の範囲内で島根県と指定管理者で協議の上、定める

ものとする。 

(8) 現下の急激な物価上昇を踏まえ、令和７年度以降、島根県は使用料の改定を検討する予定としている。使用料を

改定することとした場合、改定に伴う指定管理料の取扱いについては、島根県と指定管理者で協議の上、定めるも

のとする。 

６ 指定管理者の応募資格 

指定管理者に応募しようとするものは、次の⑴から⑺までのいずれにも該当すること。 

⑴ 島根県内に主たる事務所を置き、又は置こうとする法人その他の団体（以下「法人等」という。）であること。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該当しない法人等であること。 

⑶ 地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる事実がない法人等であること。 

⑷ 会社更生法（平成14年法律第154号）、民事再生法（平成11年法律第225号）等の規定に基づき更生又は再生手続を

していない法人等であること。 

⑸ 島根県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しくは製造の請負の指名競争入札について指名留保又は指名停止

措置を受けていない法人等であること。 

⑹ 法人税、法人県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない法人等であること。 

⑺ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団

をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年

を経過しない者の統制の下にない法人等であること。 

７ 申請の手続 

⑴ 申請書（島根県立総合福祉センター条例施行規則（平成７年島根県規則第39号。以下「規則」という。）で定める

様式第１号） 

⑵ 事業計画書 

   事業計画書の大きさはＡ４版とし、次の内容を記載すること。 

  ア 応募理由 

  イ 管理運営の方針 

  ウ 管理運営の体制 

  エ 施設の運営の方策 

オ 緊急時対策 

カ 団体の理念 

キ 移行計画 

ク 指定期間各年度分及び期間を通じての管理運営に要する経費の総額及び内訳 



⑶ その他申請に必要な書類 

  ア 活動実績書（規則で定める様式第２号） 

  イ 過去３年間に活動している場合にあっては、過去３年間の決算書及び事業報告書 

  ウ 定款等、登記事項証明書及び納税証明書 

⑷ 提出部数 

   正本１部及び副本10部。ただし、⑶のウについては、正本１部、副本１部とする。 

⑸ 提出先、提出期限及び提出方法 

  ア 提出先 

    16に記載する場所 

  イ 提出期限 

    令和６年９月30日（月）午後５時まで。郵送の場合は書留とし、令和６年９月30日（月）午後５時必着とする。 

  ウ 提出方法 

    郵送又は持参 

⑹ 申請に当たっての留意事項 

  ア 提出された書類は、返却しない。 

  イ 必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。 

８ 仕様書の配付 

⑴ 配付期間 

   令和６年８月９日（金）から同年９月27日（金）までの平日（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和

23年法律第178号）に規定する休日以外の日をいう。）の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までとす

る。 

⑵ 配付場所 

   16に記載する場所 

９ 現地説明会 

  現地説明会を次のとおり開催する。 

  なお、出席を希望する者がいない場合は開催をとりやめる。 

⑴ 開催日時 

   いきいきプラザ島根（松江）令和６年８月19日（月）午後１時30分から午後３時30分まで 

   いわみーる（浜田）    令和６年８月22日（木）午後１時30分から午後３時30分まで 

⑵ 集合場所及び集合時間  

   いきいきプラザ島根 

   当日午後１時20分までにいきいきプラザ島根玄関前に集合のこと。 

   いわみーる 

   当日午後１時20分までにいわみーる玄関前に集合のこと。 

⑶ その他 

   現地説明会に出席を希望する申請者は、団体名、出席予定者（職・氏名）及び連絡先を明記の上、令和６年８月14

日（水）午後５時までに16に記載する場所にメールで申込みを行うこと。 

10 指定管理者の候補の選定 

⑴ 審査基準 

  ア 事業計画書の内容が、住民の平等な使用が図られるものであること及び住民サービスの向上が図られるものであ

ること。 

  イ 事業計画書の内容が、施設等及びセンター外施設等の適切な維持管理を図ることができるものであること及び管



理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

  ウ 当該団体が、事業計画書に沿った管理を安定して行う財政的基礎及び人員を有するものであること。 

⑵ 審査の項目 

  ア サービスに関する評価 

(ｱ) 住民の平等な利用及びサービスの向上への配慮 

   (ｲ) 施設の適切な維持管理に関すること 

   (ｳ) 管理候補者の人員体制 

   (ｴ) 施設の運営に関する創意工夫 

   (ｵ) その他 

イ コストに関する評価 

(ｱ) 管理経費の整合性に関すること 

   (ｲ) 管理経費の縮減に関すること 

   (ｳ) 管理候補者の財政的規模 

   (ｴ) 提示価格 

⑶ 選定方法 

  ア 指定管理者の選定は、島根県健康福祉部所管の公の施設指定管理者候補選定委員会（以下「委員会」という。）

において、別途定める選定基準に基づき行う。 

  イ 指定管理者の選定に当たっては、提出書類により応募資格、提案内容等を書類審査の後、プレゼンテーションを

行う。書類審査の結果は、全ての申請者に対して令和６年10月３日（木）までにメールにて行う。 

  ウ プレゼンテーションは、令和６年10月上旬に実施の予定である。 

  エ 委員会は、非公開とする。 

  オ 申請者名は、選定後公表する。 

  カ 審査結果は、開示する。 

11 指定管理者の指定及び協定 

⑴ 指定管理者の指定 

   指定管理者の指定には、島根県議会の議決が必要となる。10の⑶で選定した法人等（以下「選定事業者」とい

う。）を、指定管理者の候補者として令和６年11月定例島根県議会へ上程し、議決を経て指定管理者として指定す

る。 

⑵ 協定の締結 

   島根県と指定管理者は、業務の実施等に関する細目的事項について協議の上、島根県立総合福祉センターの管理に

関する協定を締結する。協定を締結する指定管理者は、申請者と同一の法人等に限る。 

12 指定管理者の履行責任に関する事項 

⑴ 指定管理者は、施設等使用者の被災に対する第一次責任を有し、施設等又は施設等使用者に災害があった場合は、

迅速かつ適切な対応を行い、速やかに島根県に報告しなければならない。 

⑵ 指定管理者は、実態として事業継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、速やかに島根県に報告し

なければならない。 

⑶ 上記に規定するもののほか、指定管理者の履行責任に関する事項については、協定で定める。 

13 事業の継続が困難になった場合における措置に関する事項 

⑴ 指定管理者の責めに帰すべき事由により管理が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、島根県は、指

定管理者に対して改善勧告を行い、期間を定めて改善策の提出及び実施を求めることができる。この場合において、

指定管理者が当該期間に改善することができなかった場合には、島根県は、指定管理者の指定を取り消すことができ

る。 



⑵ 指定管理者が倒産し、又は指定管理者の財政状況が著しく悪化し、指定に基づく管理の継続が困難と認められる場

合には、島根県は、指定管理者の指定を取り消すことができる。 

⑶ ⑴又は⑵により指定管理者の指定を取り消された場合には、指定管理者は、島根県に生じた損害を賠償しなければ

ならない。 

⑷ 不可抗力その他島根県又は指定管理者の責めに帰することができない事由により事業の継続が困難となった場合に

は、島根県と指定管理者は、事業継続の可否について協議する。 

⑸ 上記に規定するもののほか、事業の継続が困難となった場合の措置については協定で定める。 

14 指定管理者の業務に係る評価に関する事項 

⑴ 島根県は、指定管理者の適正な業務の確保及び県民サービスの向上を図るため、指定管理者の業務に係る評価を毎

年度実施する。 

⑵ 評価結果は、島根県議会へ報告するとともに、島根県ホームページにおいて公表する。 

⑶ 上記に規定するもののほか、指定管理者の業務に係る評価に関する事項は、別に定める。 

15 留意事項 

⑴ 申請に係る経費は、全て申請者の負担とする。 

⑵ 提出書類に虚偽の記載があった場合は、失格とする。 

⑶ 島根県立総合福祉センターの管理のため、新たに法人等を設立する場合は、その法人等を申請者とすること。 

⑷ 新たに法人等を設立する場合は、島根県議会における指定管理者の指定の議決（令和６年12月予定）までに、登記

事項証明書又は法務局登記官の受領証を提出すること。 

⑸ 選定事業者が、正当な理由なくして協定の締結に応じない場合は、指定管理者の指定の議決後においても、指定し

ないことがある。 

⑹ 指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取り消し、協定を締結しないこと

がある。 

  ア 資金事情の悪化等により、事業の履行が確実でないと認められるとき。 

  イ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。 

⑺ 島根県立総合福祉センター条例、規則その他関係法令を承知の上で申請すること。 

⑻ 本県の「島根県における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を踏まえ、不当な差別の取扱の

禁止、合理的配慮の提供その他障がい者に対する適切な対応を行うこと。 

⑼ 両施設の管理は、一括して行うことも、いずれか一方とすることも可能であること。 

16 書類の配付場所及び提出先（問合せ先） 

⑴ 郵便番号 690－8501 

⑵ 住所 島根県松江市殿町１番地 

⑶ 担当部局 島根県健康福祉部 健康福祉総務課 総務情報第二係 

⑷ 電話 0852－22－6329 

⑸ ファクシミリ 0852－27－6317 

⑹ 電子メール kenpuku-somu@pref.shimane.lg.jp 


